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総務課

0893-44-6150

1

犯罪被害者等

支援金

殺人など故意の犯罪行為により不慮の死

を遂げた犯罪被害者のご遺族、または重

症病や精神疾患を負われた犯罪被害者の

方に対して、経済的負担の軽減を図るた

めの見舞金（支援金）を給付していま

す。

総務課

0893-44-6150

2

町営住宅への入居 犯罪被害等により、これまで住んでいた

住居に住み続けることが困難となった場

合に、犯罪被害者等の居住の安定を図る

ため、町営住宅への入居に関する相談に

応じます。

建設デザイン課

0893-44-6157

3

商品・サービスに関する苦情などに

関する相談

契約トラブルや悪質商法による被害など

について消費生活相談員が相談に応じま

す。

消費生活相談窓口

0893-44-6152

4

高額療養費の支給（国民健康保険、

後期高齢者医療制度）

世帯の１ヶ月の医療費の自己負担額が、

その世帯の自己負担限度額を超えた場

合、申請によりその超えた額を高額療養

費として支給します。

住民課

0893-44-6152

5

国民健康保険税の減免、納付 国民健康保険税の納付が困難となった場

合などに、状況に応じた減免や分割納付

などの相談に応じます。

税務課

0893-44-6153

6

後期高齢者医療保険料の減免、納付 後期高齢者医療保険料の納付が困難と

なった場合などに、状況に応じた減免や

分割納付などの相談に応じます。

住民課

0893-44-6152

7

介護保険料の減免、納付 介護保険料の納付が困難となった場合な

どに、状況に応じた減免や分割納付など

の相談に応じます。

保健福祉課

0893-44-6154

8

遺族年金の支給 国民年金加入中の方または老齢基礎年金

の資格期間を満たした方が亡くなられた

場合において、亡くなられた方に生計を

支えられていた配偶者が子どもがいると

きに支給します。

住民課

0893-44-6152

支援メニューリスト（内子町）

相談内容 制度・サービスの内容 窓口

１ 犯罪被害者等のための総合的対応窓口

２ 経済的支援

犯罪被害者等からの相談や問い合わせに応じます。

また、相談内容に沿って、必要な支援を行っている庁内関係部署や関係機関につな

ぎます。
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9

障害年金の支給 国民年金加入中に罹った病気や怪我等が

原因で一定以上の障がいが残った場合な

どに、一定額を支給します。

住民課

0893-44-6152

10

子育て支援ヘルパー派遣 体調不良や近隣に支援者がいない等、日

中に育児や家事の支援が必要な人にヘル

パーを派遣します。

保健センター

0893-44-6155

11

産後ケア 出産後１年未満で支援が必要な母子を対

象に、宿泊型・日帰り型・訪問型のサー

ビス利用を提供します。

保健センター

0893-44-6155

12

うちこ子育て応援券 町内に住民登録がある満1歳に満たない子

の保護者に、子育て用品購入に使用でき

る応援券（3万6,000円分）を交付しま

す。

こども支援課

0893-23-9255

13

児童扶養手当 父親または母親と生計を同じくしていな

い18歳到達年度末までの児童（一定の障

がいがある場合は20歳になるまで）を養

育する家庭の生活安定と自立促進のた

め、手当てを支給します。

こども支援課

0893-23-9255

14

ひとり親家庭医療費助成 20歳未満の子を養育するひとり親家庭の

母や父などと児童へ、保険診療分の医療

費自己負担を助成します。

こども支援課

0893-23-9255

15

修学旅行費補助 町内に住所がある子どもの保護者を対象

に、小・中学校・高等学校等の修学旅行

費を一部補助します。

学校教育課

0893-44-2124

16

英語検定料補助 町立小・中学校に在学する児童・生徒の

保護者を対象に、年度内で１回限り検定

料を全額支援します。

学校教育課

0893-44-2124

17

障がい者自動車運転免許取得費助成 新たに運転免許を取得した障がい者に、

免許取得にかかった費用を一部を助成し

ます。

保健福祉課

0893-44-6154

18

障がい者用自動車改造費助成 障がい者の在宅支援に必要な自動車改造

の経費を、所得制限を超えない世帯に一

部助成します。

保健福祉課

0893-44-6154

19

徘徊高齢者位置情報サービス利用費

補助

認知症などにより徘徊の恐れがある高齢

者の早期保護と安全確保のため、位置情

報サービスや機器の導入にかかる初期費

用を補助します。

保健福祉課

0893-44-6154
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1
ＤＶ相談 配偶者やパートナーからの暴力に関する

相談に応じます。

保健福祉課

0893-44-6154

2

人権相談 人権問題ではないかと疑問をお持ちの方

やお悩みの方のご相談をお伺いし、専門

機関の紹介等を行っています。

住民課

0893-44-6152

3

ひとり親家庭に関する相談 ひとり親家庭（母子・父子）の各種相談

に応じます。

また、相談内容により、必要な支援を

行っている関係機関に適切につなぎま

す。

こども支援課

0893-23-9255

4
子育てに関する相談 子育てに関する相談に応じます。 保健センター

0893-44-6155

5

相談内容 制度・サービスの内容 窓口

３ 精神的・身体的被害の回復・防止等

3


